
○東大和市情報公開・個人情報保護審査会規則 

令和５年３月２４日 

規則第１２号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、東大和市情報公開・個人情報保護審査会条例（令和４年条例第

３３号。以下「条例」という。）第１４条の規定に基づき、東大和市情報公開・個

人情報保護審査会（以下「審査会」という。）に関し、必要な事項を定めるものと

する。 

（委員） 

第２条 審査会の委員は、情報公開及び個人情報保護に関して識見を有する者のうち

から、市長が委嘱する。 

（会議） 

第３条 審査会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決す

るところによる。 

（審査会への提出資料等の閲覧等） 

第４条 条例第８条第１項の規定により審査会に提出された意見書若しくは資料の閲

覧又は写しの交付を請求しようとする者は、審査会提出資料等の閲覧等に係る請求

書（第１号様式）を審査会に提出しなければならない。 

２ 審査会は、前項の規定により審査会提出資料等の閲覧等に係る請求書が提出され

たときは、必要がないと認める場合を除き、審査会提出資料等の閲覧等に係る意見

照会書（第２号様式）により、当該意見書又は資料の提出人の意見を聴いた上、速

やかに閲覧又は写しの交付の諾否を決定し、審査会提出資料等の閲覧等の承認につ

いて（通知）（第３号様式）、審査会提出資料等の閲覧等の一部承認について（通

知）（第４号様式）又は審査会提出資料等の閲覧等の不承認について（通知）（第

５号様式）により当該請求書を提出した者に通知するものとする。 

（庶務） 

第５条 審査会の庶務は、総務部文書課において処理する。 

（委任） 

第６条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審

査会に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 



（東大和市情報公開・個人情報保護審査会規則の廃止） 

２ 東大和市情報公開・個人情報保護審査会規則（平成１５年規則第３７号）は、廃

止する。 

（東大和市情報公開条例施行規則の一部改正） 

３ 東大和市情報公開条例施行規則（平成１５年規則第３６号）の一部を次のように

改正する。 

  第１３条を次のように改める。 

 第１３条 削除 

  第１４号様式から第１７号様式までを削る。 



第１号様式（第４条関係） 

 

年  月  日  

東大和市情報公開・個人情報保護審査会会長 殿 

 

請求者                   

氏名 
法人その他の団体にあっては、 
その名称及び代表者名 
諮問庁にあっては、その名称 

 

 

郵便番号                        

住所（所在地）                   

 

連絡先 
法人その他の団体にあっては、 
担当者その他連絡可能な者の連絡先 

氏名                

電話                

 

審査会提出資料等の閲覧等に係る請求書 

 

  東大和市情報公開・個人情報保護審査会条例第８条第１項の規定により、次のとおり東大

和市情報公開・個人情報保護審査会に提出された審査会提出資料等の閲覧又は写しの交付

を請求します。 

１ 閲覧又は写し

の交付の請求の

区分 

□ 閲覧    □ 写しの交付 

２ 閲覧又は写し

の交付を請求す

る審査会提出資

料等の件名又は

内容  

３ 備考 

 

 



第２号様式（第４条関係） 

 

第     号   

年  月  日   

 

      様 

東大和市長 殿 

 

東大和市情報公開・個人情報保護審査会     

会長                     

 

 

審査会提出資料等の閲覧等に係る意見照会書 

 

 審査請求人（参加人・諮問庁）が当審査会に提出した資料等について、審査請求人（参

加人・諮問庁）から、東大和市情報公開・個人情報保護審査会条例第８条第１項の規定に

基づく（閲覧・写しの交付・閲覧及び写しの交付）の請求がありました。 

当該審査請求人（参加人・諮問庁）に対する当該資料等の閲覧等についてご意見があれ

ば、別紙「審査会提出資料等の閲覧等に係る意見書」により、    年  月  日ま

でに回答してください。 

１ 閲覧又は写しの交付

の請求のあった意見書

又は資料の件名又は内

容 

  

２ 事務担当課及び意見

書提出先 
      部      課 

郵便番号 

所 在 地 

電 話         内線 

３ 備考 

 



（第２号様式の２枚目） 

（別紙） 

  年  月  日  

 

東大和市情報公開・個人情報保護審査会会長 殿 

 

提出者                   

氏名 
法人その他の団体にあっては、 
その名称及び代表者名 
諮問庁にあっては、その名称 

 

 

郵便番号                        

住所（所在地）                    

 

連絡先 
法人その他の団体にあっては、 
担当者その他連絡可能な者の連絡先 

氏名                

電話                

 

審査会提出資料等の閲覧等に係る意見書 

 

    年  月  日付けで照会のあった件について、次のとおり回答します。 

１ 閲覧又は写しの交付

の請求のあった意見書

又は資料の件名又は内

容 

  

２ 閲覧又は写しの交付

をすることに反対の意

思の有無 

□ 有       □ 無 

３ 意見（閲覧又は写し

の交付をすることに反

対する理由等） 

 

 



第３号様式（第４条関係） 

 

第     号  

年  月  日  

      様 

東大和市長 殿 

 

東大和市情報公開・個人情報保護審査会    

会長                    

 

審査会提出資料等の閲覧等の承認について（通知） 

 

     年  月  日付けで請求がありました審査会提出資料等の閲覧又は写しの交

付について、次のとおり承認しましたので通知します。 

１ 閲覧又は写しの交

付の区分     □ 閲覧       □ 写しの交付 

２ 閲覧又は写しの交

付を請求した審査会

提出資料等の件名又

は内容 

  

３ 閲覧又は写しの交

付の日時及び場所 日 時 年  月  日 

午前 

 

午後 

  時  分 

場 所 
  

４ 事務担当課 
          部        課 

電話                 内線 

５ 備考   

 



第４号様式（第４条関係） 

 

第     号  

年  月  日  

 

      様 

東大和市長 殿 

 

東大和市情報公開・個人情報保護審査会     

会長                     

 

審査会提出資料等の閲覧等の一部承認について（通知） 

 

     年  月  日付けで請求がありました審査会提出資料等の閲覧又は写しの交

付について、次のとおり一部承認しましたので通知します。 

１ 閲覧又は写しの交

付の区分 
     □ 閲覧       □ 写しの交付 

２ 閲覧又は写しの交

付を請求した審査会

提出資料等の件名又

は内容 

  

３ 閲覧又は写しの交

付の日時及び場所 日 時 年  月  日 
午前 
 
午後 

  時  分 

場 所 
  

４ 閲覧又は写しの交

付を一部不承認とす

る部分 

  

５ 閲覧又は写しの交

付を一部不承認とす

る理由 

  

６ 事務担当課           部      課 

電話               内線 

７ 備考   



第５号様式（第４条関係） 

 

第     号  

年  月  日  

      様 

東大和市長 殿 

 

東大和市情報公開・個人情報保護審査会     

会長                     

 

 

審査会提出資料等の閲覧等の不承認について（通知） 

 

     年  月  日付けで請求がありました審査会提出資料等の閲覧又は写しの

交付について、次のとおり不承認としましたので通知します。 

１ 閲覧又は写しの交

付の請求の区分 
     □ 閲覧       □ 写しの交付 

２ 閲覧又は写しの交

付を請求した審査会

提出資料等の件名又

は内容 

  

３ 閲覧又は写しの交

付を不承認とする理

由 

  

４ 事務担当課 
           部        課 

電話                  内線 

５ 備考   

 


